
議第２号 

蕨都市計画下水道の変更について（蕨市決定） 



蕨都市計画下水道の変更（蕨市決定） 

 

 

蕨都市計画下水道｢２．排水区域｣を次のように変更する｡ 

 

 

２．排水区域 

  「排水区域は総括図表示のとおり」 

  （備 考）    汚水面積（合流式）  約 393 ha 

               （分流式）  約 118 ha 

           雨水面積       約 118 ha 

 

 

理 由 

国土地理院が公表している「全国都道府県市区町村別面積調」が計測方法の変更により修正され

たことに伴い、行政面積の表示が修正されたことと整合させるため、排水区域（合流式）の面積の

数値のみを変更する。 

 

 



変更理由 

本市の公共下水道事業は、荒川左岸南部流域関連蕨公共下水道として昭和39年度に都市計画

決定を行い、昭和44年度に事業認可を受け、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善を図る

ため、現在まで鋭意下水道の整備に努めてきた。 

今回、国土地理院が公表している「全国都道府県市区町村別面積調」の計測方法が平成26年

よりデジタル地図による計測方法に変更されたことに伴い、本市の行政面積が510haから511ha

に変更された。本市は市内全域が都市計画区域であり、令和５年度の県決定による都市計画の

変更により都市計画区域面積が510haから511haに変更となった。 

よって、本都市計画決定の変更では、蕨公共下水道の排水区域を都市計画面積の511haと整

合させるため、排水区域（合流式）面積の数値のみの変更を行うものである。 

 

 

 

1



汚水面積（分流式）約118ha

汚水面積（合流式）約393ha
392ha

南部第14号

南
部

第
一

準
幹
線

Ｐ

南町
ポンプ場

塚越
ポンプ場

Ｐ

東部排水区

北部排水区

南部排水区

中央排水区

南部
第五準幹線

南部第11-1号

錦
町
汚
水

１
号
幹
線

（蕨市決定）
蕨都市計画下水道の変更事業名

縮　　尺

図面番号

蕨市都市整備部下水道課事業主

1:10000

２

１

[総括図]

公共下水道汚水

1-1

凡　 　　例

流域下水道

排水区域（既決定）

排水区域（分区界）

幹線管渠（既決定）

Ｐ ポンプ場（既決定）

（ 汚 水 ）

（縮小版）



雨水面積（分流式）約118ha

雨水面積（合流式）約393ha
392ha

Ｐ

南町
ポンプ場

塚越
ポンプ場

Ｐ

R
R

錦町調整池

東部排水区

北部排水区

南部排水区

中央排水区

凡　 　　例
排水区域（既決定）

排水区域（分区界）
（蕨市決定）

蕨都市計画下水道の変更事業名

縮　　尺

図面番号

蕨市都市整備部下水道課事業主

1:10000

２

２幹線管渠（既決定）

Ｐ
R

ポンプ場（既決定）

調整池（既決定）

（ 雨 水 ）

[総括図]

公共下水道雨水

1-2

（縮小版）



4.3

2.8

川 口 市

戸 田 市

川 口 市

市さいたま

5000 1000m100

1:5,000

凡　 　　例

幹線管渠（既決定）

排水区域（既決定）

排水区域（分区界）

ポンプ場（既決定）

流域下水道

南部
第五準幹線

南町
ポンプ場

南部第14号

南部第11-1号

東部排水区

北部排水区

南部排水区

中央排水区

塚越
ポンプ場

南
部
第
一
準
幹
線

錦
町
汚
水

１
号
幹
線

（蕨市決定）
蕨都市計画下水道の変更事業名

縮　　尺

図面番号

蕨市都市整備部下水道課事業主

1:5000

２

１

[計画図]

公共下水道汚水

2-1

汚水面積（分流式）約118ha

汚水面積（合流式）約393ha
392ha

（縮小版）



4.3

2.8

川 口 市

戸 田 市

川 口 市

市さいたま

5000 1000m100

1:5,000

凡　 　　例
排水区域（既決定）

排水区域（分区界）

ポンプ場（既決定）

南町
ポンプ場

東部排水区

北部排水区

南部排水区

中央排水区

塚越
ポンプ場

（蕨市決定）
蕨都市計画下水道の変更事業名

縮　　尺

図面番号

蕨市都市整備部下水道課事業主

1:5000

２

２

[計画図]

公共下水道雨水

2-2

雨水面積（分流式）約118ha

雨水面積（合流式）約393ha
392ha

錦町調整池

調整池（既決定）

（縮小版）


	02議第2号_鏡
	03議第2号_[議案書]蕨都市計画下水道の変更（蕨市決定）-2

